
2040年を見据えた社会保障・地域共生社会

２０２０年２月

厚生労働省地方厚生（支）局業務支援特別プロジェクト推進室

Ver.5.１

資料１
セミナー時のものから
一部改変しています



セミナーのイントロダクションとして、

「地域包括ケアシステム」と「地域共生社会」の関係

を中心にお話します。

政策担当部局の「行政説明」ではありません。

学識者の講演等の引用部分も、演者の理解に基づ

くものです。
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「地域包括ケアシステム」と「地域共生社会」って
どういう関係？

「２０２５年」の先になぜ「2040年」？
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地域づくりは、とても重要な、古くて新しいテーマです。

地域づくりの考えが土台になければ、例えば介護保険制度も、保険料を集めて給付をすればそれでよしということになりかね
ず、暮らしや生活を支える（＝福祉の増進を図る）という本来の目的を忘れてしまうおそれがあります。

他方、地域づくりの現状は、自治体によって大きな差があると感じます。積極的に取り組んでいる自治体の方々と意見交換
をして、どうすれば他の自治体にも広げることができるのか、私たちなりに考えてみました。その結果が、この冊子です。

不十分な所が多々あると思いますが、活用しながら進化させればよいと考え、まずは形にしました。今後、多くの方々の意見
を聴く中で修正し、何度も版を改めていきたいと考えています。

地域づくりは、法令や制度よりも実践が重要です。この冊子が首長をはじめ自治体の皆さま等とのコミュニケーション・ツール
として活用され、お互いの認識や思いが合わさり、そうして全国各地にいい取組が広がることを願います。

平成31年3月19日 厚生労働省老健局

はじめに

はじめに4
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これからの地域づくり戦略

今後、高齢化が進むとともに、人手不足の時代が続きます。

そのような中、介護保険も、保険給付頼りではなく、本人の力や住民相互の力も引き出して、介護
予防や日常生活支援を進めていくことをもう一つの柱にしていくことが必要となると考えられます。

このことは、高齢介護福祉政策にとどまらない、「地域づくり」を進めることとほぼ同義であり、
基礎的自治体である市町村にとって、自治体の存立に関わる根源的な役割といえます。

しかし、そこでの自治体の立場は住民に依存されるだけの存在ではなく、むしろ「地域の課題は地
域で解決する」との気持ちを持つ住民こそが主体であり、それを応援する立場ではないでしょうか。
こうした意識や認識を変えていくことも必要かもしれません。

地域の住民が主体的に進める予防や支え合いの取組は、多様なかたちをとりつつ、相互に関連し合
いながら、さらに充実していくことが期待されます。

厚生労働省では、市町村の皆さまとしっかり議論しながら、できる限りの支援を行っていきます。
対応が必要なものは、国として制度化もしていきます。

各市町村におかれては、積極的な介護予防・日常生活支援の取組、すなわち地域づくりの取組をお
願いします。また、各都道府県におかれては、地域の実情に応じた市町村への支援をお願いします。

むすび－１18



地域包括ケアシステム

地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力
に応じ自立した生活を送ることができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自
立した日常生活の支援が包括的に確保される体制

（社会保障制度改革プログラム法・地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律）

地域共生社会
「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係
を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資
源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生き
がい、地域をともに創っていく社会を目指すもの

（ 「地域共生社会」の実現に向けて」（当面の改革工程） 厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部）
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いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要。
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すべての人の生活の基盤としての地域すべての人の生活の基盤としての地域

地域共生社会とは

すべての社会・経済活動の基盤としての地域すべての社会・経済活動の基盤としての地域

交通産業農林 環境

支え・支えられる関係の循環
～誰もが役割と生きがいを持つ社会の醸成～

◇社会経済の担い手輩出
◇地域資源の有効活用、
雇用創出等による経済
価値の創出

地域における人と資源の循環
～地域社会の持続的発展の実現～

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な
主体が 『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、
住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

◇居場所づくり
◇社会とのつながり
◇多様性を尊重し包摂
する地域文化

◇生きがいづくり
◇安心感ある暮らし
◇健康づくり、介護予防
◇ワークライフバランス

◇就労や社会参加の場
や機会の提供

◇多様な主体による、
暮らしへの支援への参画
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地域共生社会の実現に向けた主な経過 その１

介護保険法施行 （2000.4）

「２０１５年の介護～高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて～」（2003.6)

： 高齢者介護研究会

介護保険法平成17年改正施行（2006.4) 【第3期 H18年度～】
地域支援事業創設

地域包括支援センター

介護保険法平成23年改正施行（2012.4） 【第5期 H24年度～】
介護予防・日常生活支援総合事業（旧総合事業）の創設

地域ケア会議（2012.3通知で登場）

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（＊）施行
（2014.6) 地域包括ケアシステムの定義

地域医療介護総合確保基金

◆ 新地域支援構想(2014.6）

介護保険法平成26年改正（＊）施行（2015.4） 【第6期 H27年度～】
地域支援事業の充実・多様化【生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)と協議体】

一般介護予防事業【通いの場】

＊ 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律

生活困窮者自立支援法施行 （2015.4）
包括的な相談支援

本人の状況に応じた支援（居住確保支援、就労支援、緊急的な支援、家計再建支援、子ども・若者支援)

・社会保障制度改革国民
会議報告書（2013.8）

・社会保障制度改革プロ
グラム法（2013.12施行）

地域包括ケアシステムの定義

・消費税８％（2014.4）

・まちひとしごと創生法
（2014.11施行)
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地域共生社会の実現に向けた主な経過 その２

厚生労働省まち・ひと・しごと創生サポートプラン（2015.3）
「 誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現 ～新たな時

代に対応した福祉の提供ビジョン～」 (2015.9)

： 新たな福祉サービスの提供システム等のあり方検討プロジェクトチーム

「全世代・全対象型地域包括支援」の構築

社会福祉法平成28年改正施行（2016.4）

社会福祉法人の「地域における公益的な取組」

「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の設置 (2016.7)

「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）（2017.2）

地域づくりに資する事業の一体的な実施について（5課長連名通知）（2017.3)

地域力強化検討会最終とりまとめ（2017.9）

介護保険法平成29年改正（＊）施行（2018.4） 【第7期 H30年度～】

共生型サービス

社会福祉法平成29年改正（＊）施行（2018.4)

地域住民と行政等の協働による包括的支援体制・地域福祉計画

＊ 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律

ニッポン一億総活躍プラ
ン(2016.6)

「地域共生社会の実現」

住宅セーフテフィーネット
法施行（2017.10）
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地域共生社会の実現に向けた主な経過 その３

「2040年：多元的社会における地域包括ケアシステム ー「参加」と「協働」

でつくる包摂的な社会ー」 (2019.3)

： 地域包括ケア研究会

「参加と協働によるセーフティネットの構築 ～誰もがつながりを持ち、役割と

物語が生まれる地域社会へ～」 (2019.3）

： 地域共生社会研究会

生活困窮者自立支援法平成30年改正施行（2019.4）

理念・定義の明確化
居住支援の強化

2040年を展望した社会保障・働き方改革本部とりまとめ（2019.5)
厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン

健康寿命延伸プラン

医療・福祉サービス改革プラン

認知症施策推進大綱（2019.6)

： 認知症施策推進関係閣僚会議決定

地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する

検討会（地域共生社会推進検討会）最終とりまとめ（2019.12)

◆ 介護保険部会 介護保険制度の見直しに関する意見(2019.12)

高確法・国民健康保険法・介護保険法令和元年改正（＊）施行（2020.4）

高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施等

* 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律

・農福連携等推進ビジョ
ン（2019.6）
・全世代型社会保障検討
会議設置（2019.９）
・消費税10％（2019.10）

・全世代型社会保障検討
会議中間報告(2019.12)
・第2期まちひとしごと創
生総合戦略（2019.12）
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（もう一回）

「地域包括ケアシステム」と「地域共生社会」って
どういう関係？

「２０２５年」の先になぜ「2040年」？
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在宅

高齢者住宅

有料ﾎｰﾑ

高度急性期

急性期医療

回復期医療

慢性期医療

介護施設

介護ｻｰﾋﾞｽ

自助互助

予防保健

生活支援

地域包括ケアの縦軸
医療と介護の連携

地域包括ケアの横軸
生活支援とまちづくり

地域包括ケアの縦軸と横軸

KARASAWA

Community-based
+ Narrative-based
+ Integrated Care

〔生活支援〕
・見まもり
・買い物支援
・通院の付き添い
・ごみの分別
・預金の引きおろし
・役場の手続きなど

在宅

急性
期

回復
期

慢性
期

介護

住まい
ここが出発点

循環する医療介護サービス提供体制

地域に根ざし、それぞれの人の物語を尊重しながら、
医療と介護を一体的に提供する。

まちづくり
コンパクトシティ
小さな拠点
公共交通機関

前 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部
地方創生総括官 唐澤 剛氏 作成

26



通い

・

互い

・

知恵を出し合い

地域づくり

我が事

丸ごと

住民一人ひとりの暮
らしと生きがい、地域
をともに創っていく
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地域共生社会の実現 ： 地域包括ケアシステムとの関連性

地域共生社会と地域包括ケアシステムの関係について整理する

と、「地域共生社会」とは、今後、日本社会全体で実現していこうと

する社会全体のイメージやビジョンを示すものであり、高齢者分野

を出発点として改善を重ねてきた「地域包括ケアシステム」は「地域

共生社会」を実現するための「システム」「仕組み」であるとまとめら

れる。

高齢者ケアの分野で培ってきた地域包括ケアシステムの考え方

や実践は、他分野との協働にも活用できる汎用性の高いものであ

り、したがって、地域包括ケアシステムの深化と進化は、地域共生

社会というゴールに向かっていく上では、今後も欠かせないものと

いえるだろう。

地域包括ケア研究会 平成29年3月
https://www.murc.jp/uploads/2017/04/koukai_170501_c1.pdf 28



「地域包括ケアシステム」と「地域共生社会」って
どういう関係？

生活困窮者自立支援制度は？

「２０２５年」の先になぜ「2040年」？
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生活困窮者支援の経緯

年度 生活困窮者支援の動き その他の動き

Ｈ２０

H２
１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

H２７.４ 生活困窮者自立支援法の施行

生活保護制度に
おける取組 各自治体に

おける取組

生活保護受給
者に対し就労
支援等による
自立を促進す
る取組
（H17～自立支援
プログラム）

総合的な
相談支援

生活再生事業
（家計相談）
（H18～グリーン
コープ）

就職が困難な
人に対する
様々な支援
（北海道釧路市）

パーソナル・サ
ポート・サービス
（※）事業の展開

（H22～H25）

（※）生活上の困難
を抱える方を個別
的・継続的・制度横
断的に支える取組

（H14～）
ホームレス
自立支援法
（議員立法）

「年越し派遣村」など特に稼働年齢層の
貧困問題が顕在化

世界経済危機（リーマンショック）の発生（H20.9）

自立支援
センター・
シェルター

の運営

雇用保険を受給
できない求職者
の職業訓練

（緊急人材育成支

援事業･H21.7～）

求職者
支援制度
（H23.10～）

生活保護法の

改正（H25.11）
生活困窮者自立支援法の成立（H25.11）

・生活困窮者の「自立相談支援事業」を必須事業として規定

令和元年9月30日市町村セミナー地域福祉課行政説明資料
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◆認定就労訓練事業 （いわゆる「中間的就労」）
・直ちに一般就労が困難な者に対する支援付きの就労の場の育成（社
会福祉法人等の自主事業について都道府県等が認定する制度）

◆家計改善支援事業
・家計の状況を「見える化」するなど家計の状況を把握することや利用者の
家計の改善の意欲を高めるための支援（貸付のあっせん等を含む）

◆住居確保給付金の支給

・就職活動を支えるため家賃費用を有期で給付

◆子どもの学習・生活支援事業
・生活保護世帯の子どもを含む生活困窮世帯の子どもに対する学習支援
・生活困窮世帯の子ども・その保護者に対する生活習慣・育成環境の改善、
教育及び就労に関する支援等

◆自立相談支援事業
（全国905福祉事務所設置自治体で
1,317機関（平成31年４月時点））

〈対個人〉

・生活と就労に関する支援員を配置
し、ワンストップ型の相談窓口により、
情報とサービスの拠点として機能

・一人ひとりの状況に応じ自立に向
けた支援計画（プラン）を作成

〈対地域〉
・地域ネットワークの強化・社会資源
の開発など地域づくりも担う

包括的な相談支援

◇生活保護受給者等就労自立促進事業
・一般就労に向けた自治体とハローワークによる一体的な支援

就労に向けた準
備が必要な者

◆就労準備支援事業
・一般就労に向けた日常生活自立・社会自立・就労自立のための訓練

緊急に衣食住の
確保が必要な者

貧困の連鎖
の防止

◆一時生活支援事業
・住居喪失者に対し一定期間、衣食住等の日常生活に必要な支援を提供
・シェルター等利用者や居住に困難を抱える者に対する一定期間の訪問に
よる見守りや生活支援

なお一般就労が困難な者

就労支援

居住確保支援

子ども支援

本
人
の
状
況
に
応
じ
た
支
援
（※

）

緊急的な支援

※ 法に規定する支援（◆）を中心に記載し
ているが、これ以外に様々な支援（◇）
があることに留意

家計から生活
再建を考える者

家計再建支援

◇関係機関・他制度による支援
◇民生委員・自治会・ボランティアなどインフォーマルな支援

その他の支援

柔軟な働き方を
必要とする者

就労に向けた準
備が一定程度
整っている者

国費３／４

国費２／３

国費１／２,２／３

国費１／２

国費３／４

生活困窮者自立支援制度の概要

◆福祉事務所未設置町村による
相談の実施
・希望する町村において、一次的な
相談等を実施

国費３／４

◆都道府県による市町村支援事業 ・ 市等の職員に対する研修、事業実施体制の支援、市域を越えたネットワークづくり等を実施 国費１／２

再就職のために
居住の確保が

必要な者

国費２／３

令和元年12月居住支援法人研修会地域福祉課行政説明資料
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生活困窮者自立支援制度における他制度との連携について

○ 生活困窮者自立支援制度においては、自立相談支援事業を中核に、他制度と連携しつつ、本人の状態像に応じたきめ細かい支
援を実施することが重要である。また、支援を必要とする方に確実に支援を届けるというアウトリーチの観点から、関係機関が
生活困窮の端緒となる事象を把握した場合には、自立相談支援事業等の利用勧奨を行うことが必要である。

○ さらに、地域資源の開発に当たっても、他制度のネットワークや他機関と連携することが重要である。

連携通知 で示した連携の例連携通知（注）で示した連携の例
（注）「生活困窮者自立支援制度と関係制度等との連携について」
（平成30年10月1日付け事務連絡） 等

生活困窮者
自立支援制度

（自立相談支援機関）

※上記の例にとどまらず、本人の自立支援に資する他制度と連携した支援のあり方については国や自治体において引き続き検討していく。

・対象者の早期
発見に向けた
連携、困窮制
度の活用によ
る市町村単位
での支援

介護保険
（地域包括支援
センター等）

自殺対策
（地域自殺対策推
進センター等）

教育施策
（教育委員会、
スクールソーシャ
ルワーカー等）

住宅施策
（居住支援
協議会等）

地方税制度
（税務担当部局）

年金制度
（年金事務所等）

・住宅セーフティネット制
度と連携した住居に関す
る課題への対応 等

生活保護
（福祉事務所）

農林水産分野
（農政担当部局等）

多重債務者対策
（消費生活相談窓口、
法テラス、弁護士会等）

ひきこもり支援
（ひきこもり地域支援
センター）

子ども・若者育成支援
（子ども・若者支援地域協議会等）

更生保護制度
（保護観察所等）

・生活保護へのつなぎ、生活保護脱却
後の困窮制度の利用（連続的な支援）

・個々の家庭の状況に応じた
専門的・効果的な支援

・児童虐待防止に係る対応 等

・「8050問題」等に対する世帯
全体への包括的な支援

・協議会の効率的な開催 等

・障害や世帯の課題に応じた
連携した対応

・認定就労訓練事業の担い手
確保 等

・自殺の危険性が高
い者への連携した
対応

・インフォーマル
な支援の創出

・地域共生社会の
実現に向けた地域
のネットワーク強
化 等

・ハローワークとのチーム支援やハロー
ワークのノウハウの活用

・求職者支援制度の活用 等

・子どもの状況の背景にある世帯の課題への対応
・高校等の中退の未然防止や学び直しの支援 等

・納付相談に訪れ
る者のつなぎ

・納付相談に訪れる
者のつなぎ

・国民年金保険料免
除制度の周知 等

・納付相談に訪れる者のつ
なぎ

・所得の低い世帯への配慮
措置の周知や申請手続き
の援助

・保険料（税）滞納者への
連携した対応 等

・多重債務者に対す
る専門的な支援と家
計改善支援の連携

・農業分野におけ
る就労の場の確
保（農福連携）

・支援調整会議と子
ども・若者支援地域
協議会の連携（共同
開催等）

・子ども・若者総合
相談センターとの連
携

・矯正施設出所者に対する自立相
談支援機関の情報提供 等

国民健康保険制度、
後期高齢者医療
制度

労働行政
（ハローワーク、
地域若者サポート
ステーション等）

地域福祉施策
（社会福祉協議会、
民生委員・児童委
員、よりそいホッ
トライン等）

障害保健福祉施策
（障害者就業・生活支援
センター等）

ひとり親支援、
児童福祉施策
（児童相談所等）

令和元年12月居住支援法人研修会地域福祉課行政説明資料 一部改変
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改正生活困窮者自立支援法

は演者が付記
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生活困窮者に対する支援の考え方

生活困窮者支援を
通じた「地域づくり」

生活困窮者の状態像

自己肯定感の低下 自尊感情の消失 つながりの希薄化

コミュニケーション能力や意欲の不足他人に助けを求めることが困難

地域社会の一員として、安心した生活、役割を持ち活躍できるように。
ー「支える側」、「支えられる側」を固定化せず、「支え合う」地域を構築ー

（「個」に対する支援）

「制度の狭間」に陥ることを防ぐ「断らない相談支援」の実施
尊厳の確保
本人を主体とし、意欲や想いに寄り添った「伴走型支援」
積極的なアウトリーチ（早期の支援）

（）

福祉、教育、住宅などの地域の関係機関、社会資源へのつなぎ
支援のための地域のネットワークづくり

「個」に対する支援

「個」と「地域」に対する支援

令和元年9月30日市町村セミナー地域福祉課行政説明資料
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地域づくりの可能性

土木

交通

産業

農林都市計画

環境

コミュニティ

福祉

両者の視点
を融合

○相談者の困り事を支援することを積
み重ねながら、地域をつくる。
⇒個人の課題を中心に「地域」を捉

える。
⇒本人が暮らすその地域を基盤とし

て、地域を良くするという視点。

○地域全体の課題を解決するために地
域づくりを行うという視点。

○地域経済や資源などが地域の中で循
環し、持続的に循環する仕組みを地
域の中につくっていく。

福祉における地域づくり

地域経済、地域再生における地域づくり

令和元年9月30日市町村セミナー地域福祉課行政説明資料
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「地域共生社会」の頂をめざして、様々な取組の関係者（地域住民・
事業者・行政）が山を昇っていく

地域共生社会

地域包括ケアシステム

生活困窮者自立支援

居住支援
健康日本21

農福連携

fujiwara
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「地域包括ケアシステム」と「地域共生社会」って
どういう関係？

地域共生社会推進検討会

「市町村における包括的な支援体制」の整備

「２０２５年」の先になぜ「2040年」？
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地域住民の参画と協働により、誰もが支え合う共生社会の実現

４つの改革

①福祉ニーズの多様化・複雑化

複合的な課題を有する場合や
分野横断的な対応等に課題

〔制度ごとのサービス提供〕 ②高齢化の中で人口減少が進行

地域の実情に応じた体制整備
や人材確保が課題

背景・課題

○地域により
・ワンストップ型
・連携強化型

○地域をフィールドに、
保健福祉と雇用や
農業、教育など
異分野とも連携

による対応
１ 包括的な相談から見立て、
支援調整の組み立て＋資源開発

２ 高齢、障害、児童等への総合的な支援の提供

○ 多世代交流・多機能型の福祉拠点の整備推進

・ 運営ノウハウの共有

・ 規制緩和の検討 等

○ １を通じた総合的な支援の提供

４ 総合的な人材の育成・確保

○ １を可能とするコーディネート人材の育成

○ 福祉分野横断的な研修の実施

○ 人材の移動促進 等

３ 効果的・効率的なサービス提供のための生産性向上

○ 先進的な技術等を用いたサービス提供手法の効率化

○ 業務の流れの見直しなど効率的なサービスの促進

○ 人材の機能分化など良質で効果的なサービスの促進 等

高齢者 障害者 子ども

介護

サービス
障害福祉
サービス

子育て
支援

引きこもり
障害のある困窮者

若年認知症
難病患者・がん患者

など

高齢者 障害者 子ども

新しい支援体制を支える環境の整備

新しい地域包括支援体制

〔包括的な相談支援システム〕

新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン(H27.9.17)

サービス提供の
ほか地域づくりの
拠点としても活用

誰もがその
ニーズに

合った支援
を受けられる
地域づくり

38

厚生労働省 新たな福祉サービスのシス
テム等のあり方検討プロジェクトチーム



新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン (2015.9) 抜粋
2. 様々なニーズに対応する新しい地域包括支援体制の構築

（１）包括的な相談支援システムの構築

（本人のニーズを起点とする新しい地域包括支援体制の構築）

○ これは、高齢者に対する地域包括ケアシステムや生活困窮者に対する自立支援制度といった包括的な
支援システムを、制度ごとではなく地域というフィールド上に、高齢者や生活困窮者以外に拡げるものであり、
「制度の狭間」という日本の福祉制度に最後に残った欠片を埋める営みでもある。

ここで重要となるのは、対象者を制度に当てはめるのではなく、本人のニーズを起点に支援を調整するこ
とである。こうした考え方に立って、高齢者、障害者、児童、生活困窮者といった別なく、地域に暮らす住民誰も
がその人の状況に合った支援が受けられるという新しい地域包括支援体制を構築していく。

こうした取組は、個人のニーズに合わせて地域を変えていくという「地域づくり」にほかならない。また、こ
れを進めるに当たっては、個々人の持つニーズのすべてを行政が満たすという発想に立つのではなく、住民を
含む多様な主体の参加に基づく「支え合い」を醸成していくことが重要である。地域のことを自ら守るために行
動し、助け合いを強めていく住民・関係者と、包括的なシステムの構築に創造的に取り組む行政とが協働する
ことによって、誰もが支え、支えられるという共生型の地域社会を再生・創造していく。

（2）地域の実情を踏まえた支援の総合的な提供

（まちづくりのかたちとして）

○ 福祉サービスを総合的に提供する仕組みについては、既に各地において、様々なかたちの取組が行わ
れている。その基本的な理念は、いずれも、誰もが分け隔てなく支え合い、その人のニーズに応じた支援が受
けられるという共生型社会の構築である。高齢者、障害者、児童、生活困窮者などが集まり、支援を受けなが
らできるだけその人らしい生き生きとした生活を継続するとともに、ときには支え手に回り、あるいはともに支え
合うことが重要である。

また、集まった人たちが地域の課題解決を皆で検討し、地域コミュニティの活性化にもつなげていく、すな
わち、誰もが何らかの役割を担い、人と人とが支え合うまちづくりへの取組である。 39



４．「介護離職ゼロ」に向けた取組の方向

（４）地域共生社会の実現

子供・高齢者・障害者など全ての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことが

できる「地域共生社会」を実現する。このため、支え手側と受け手側に分かれるのではなく、

地域のあらゆる住民が役割を持ち、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域コミュニティを

育成し、福祉などの地域の公的サービスと協働して助け合いながら暮らすことのできる仕組み

を構築する。【後略】

ニッポン一億総活躍プラン（平成28年6月2日閣議決定）抜粋

第2期まち・ひと・しごと創生総合戦略（令和元年12月20日閣議決定）抜粋

【横断的な目標 １】 多様な人材の活躍を推進する

横１－１ 多様なひとびとの活躍による地方創生の推進

（3）地域コミュニティーの維持・強化

本格的な人口減少を迎え、地域社会における課題解決のための担い手の不足、コミュニティの弱体化などの問
題が顕在化している地域もある。一方、地域コミュニティは、地域への誇りと愛着の醸成、災害対応力の向上など
多様な意義や価値を有するのみならず、地域の合意形成を図る上でも有用と考えられ、引き続き、その維持・強
化が必要である。

このため、「ごちゃまぜ」の地域コミュニティづくりを推進する各種施策の展開に加え、地域で暮らす人々が中心
となって形成され、地域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する地域運営組織の活動を支援する。あわせ
て、一人ひとりの多様な社会参加と地域社会の持続の両方を実現する「地域共生社会」を目指す。 【後略】

赤文字変換は演者
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○住民の主体的な支え合いを育み、暮らしに安心感と生きがいを生み出す
○地域の資源を活かし、暮らしと地域社会に豊かさを生み出す

○個人や世帯の抱える複合的課題などへの包括的な支援
○人口減少に対応する、分野をまたがる総合的サービス提供の支援

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が 『我が事』として参画し、
人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）【概要】

「地域共生社会」とは

平成29（2017）年：介護保険法・社会福祉法等の改正
市町村による包括的支援体制の制度化
共生型サービスの創設 など

平成30（2018）年：
介護・障害報酬改定：共生型サービスの評価 など
生活困窮者自立支援制度の強化

2020年代初頭：
全面展開

【検討課題】
①地域課題の解決力強化のための体制の全国的な整備のための支援方策（制度のあり方を含む）
②保健福祉行政横断的な包括的支援のあり方 ③共通基礎課程の創設 等

平成31（2019）年以降：
更なる制度見直し

平成29年2月7日 厚生労働省 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定

実現に向けた工程

改革の骨格

専門人材の機能強化・最大活用

地域を基盤とする包括的支援の強化

地域包括ケアの理念の普遍化：高齢者だけでなく、
生活上の困難を抱える方への包括的支援体制の構築

共生型サービスの創設 【29年制度改正・30年報酬改定】

市町村の地域保健の推進機能の強化、保健福祉横断的な
包括的支援のあり方の検討

住民相互の支え合い機能を強化、公的支援と協働して、地域
課題の解決を試みる体制を整備【29年制度改正】

複合課題に対応する包括的相談支援体制の構築【29年制度改正】

地域福祉計画の充実【29年制度改正】

地域課題の解決力の強化

地域丸ごとのつながりの強化

対人支援を行う専門資格に共通の基礎課程創設の検討

福祉系国家資格を持つ場合の保育士養成課程・試験科目の
一部免除の検討

「地域共生社会」の実現

改革の背景と方向性

公的支援の『縦割り』から『丸ごと』への転換 『我が事』・『丸ごと』の地域づくりを育む仕組みへの転換

多様な担い手の育成・参画、
民間資金活用の推進、多様な就労・社会参加の場の整備

社会保障の枠を超え、地域資源（耕作放棄地、環境保全など）と
丸ごとつながることで地域に「循環」を生み出す、先進的取組を支援

は演者が付記
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改正社会福祉法の概要
（地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律による改正）

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくり・包括的な支援体制の整備

１．地域福祉推進の理念を規定
地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題につい

て、住民や福祉関係者による①把握及び②関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨を明記。

２．この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規定
○ 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
○ 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調

整等を行う体制（＊）

○ 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活
課題を解決するための体制

３．地域福祉計画の充実
○ 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画

として位置づける。（都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。）

（＊）例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、
ＮＰＯ法人等

※ 附則において、法律の公布後３年を目途として、２の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、
必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨を規定。

※ 2017年（平成29年）6月2日公布。2018年（平成30年）4月1日施行。
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（地域福祉の推進）
第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する
活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービス
を必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、
経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域
福祉の推進に努めなければならない。

２ 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域
住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの
予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労
及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤
立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野
の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課題」と
いう。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下
「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意する
ものとする。

平成29年改正社会福祉法（第４条） ［平成30年４月施行］
※下線部は、今回の改正・新設部分

地域住民等（地域住民や福祉関係者（事業者、ボランティア））が、(1)本人のみならず、
その人が属する世帯全体に着目し、(2)福祉、介護、保健医療に限らない、地域社会からの孤
立も含めた「地域生活課題」を把握するとともに、(3)支援関係機関と連携し、課題の解決を
図るよう特に留意する旨を定め、地域福祉推進の理念を明確化している。

赤文字変換は演者
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○社会福祉を目的とする事業を経営する者の責務
（福祉サービスの提供の原則）
第５条 社会福祉を目的とする事業を経営する者は、その提供する多様な福祉サービ
スについて、利用者の意向を十分に尊重し、地域福祉の推進に係る取組を行う他の
地域住民等との連携を図り、かつ、保健医療サービスその他の関連するサービスと
の有機的な連携を図るよう創意工夫を行いつつ、これを総合的に提供することがで
きるようにその事業の実施に努めなければならない。

○国及び地方公共団体の責務
（福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務）
第６条 （略）
２ 国及び地方公共団体は、地域住民等が地域生活課題を把握し、支援関係機関との
連携等によりその解決を図ることを促進する施策その他地域福祉の推進のために必
要な各般の措置を講ずるよう努めなければならない。

平成29年改正社会福祉法（第５条、第６条） ［平成30年４月施行］

第５条では、事業者に地域住民等と連携して地域福祉の推進に取り組むことを追記し
ている。第６条第２項は、地域福祉を推進していく上での国及び地方公共団体の責務を
定めている。さらに、第１０６条の３第１項で市町村の責務を具体化し、これらによっ
て、地域福祉を推進する上での公的責任を明確にし、地域の力と公的な支援体制とがあ
いまって、地域生活課題を解決していくための体制整備を行っていく旨を規定している。

※下線部は、今回の改正・新設部分
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（地域子育て支援拠点事業等を経営する者の責務）
第１０６条の２ 社会福祉を目的とする事業を経営する者のうち、次に掲げる事業を行
うもの（市町村の委託を受けてこれらの事業を行う者を含む。）は、当該事業を行うに当たり自らがそ
の解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握したときは、当該地域生
活課題を抱える地域住民の心身の状況、その置かれている環境その他の事情を勘案し、
支援関係機関による支援の必要性を検討するよう努めるとともに、必要があると認め
るときは、支援関係機関に対し、当該地域生活課題の解決に資する支援を求めるよう
努めなければならない。
一 児童福祉法第６条の３第６項に規定する地域子育て支援拠点事業又は同法第10条の２に規定する拠点において同
条に規定する支援を行う事業

二 母子保健法（昭和40年法律第141号）第22条第１項に規定する母子健康包括支援センターを経営する事業
三 介護保険法第115条の45第２項第１号に掲げる事業 ［地域包括支援センターの総合相談］
四 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第１項第３号に掲げる事業［障害者相談支
援］

五 子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第59条第１号に掲げる事業 ［利用者支援事業］

平成29年改正社会福祉法（第106条の２） ［平成30年４月施行］

複合化・複雑化した課題を抱える個人や世帯に対する適切な支援・対応を行うため、地域子
育て支援拠点や地域包括支援センター、障害者相談支援事業所など福祉の各分野における相談
支援事業者が、自らが解決に資する支援を行うことが困難な地域生活課題を把握した場合には、
必要に応じて適切な支援関係機関につなぐことを努力義務としている。

※ 条全体が今回の改正による新設／［ ］は追記
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（包括的な支援体制の整備）

第106条の３ 市町村は、次に掲げる事業の実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関
係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資す
る支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。

一 地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が
相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民
等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する事業

二 地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提
供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整
備に関する事業

三 生活困窮者自立支援法第三条第二項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他
の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資
する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する事業

２ 厚生労働大臣は、前項各号に掲げる事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指
針を公表するものとする。

平成29年改正社会福祉法（第106条の３） ［平成30年４月施行］

第１項は、(1)地域住民が交流する拠点の整備などの地域づくりの取組、 (2)身近な
地域で住民の相談を分野を問わず包括的に受け止める場の整備、 (3)相談支援機関が協
働して、課題を解決するネットワークの整備 などを通じ、包括的な支援体制を整備し
ていくことを市町村の新たな努力義務としている。

※ 条全体が今回の改正による新設
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○ 複合化・複雑化した課題に的確に対応するために、各制度ごとの相談支
援機関を総合的にコーディネートするため、相談支援包括化推進員を配置
し、チームとして包括的・総合的な相談体制を構築する。

相談支援包括化推進員
世帯全体の課題を的確に把握
多職種・多機関のﾈｯﾄﾜｰｸ化の推進
相談支援包括化推進会議の開催等

地区社協

司法関係

総合的な相談支援体制作り

児童関係 医療関係

障害関係

教育関係住まい関係高齢関係雇用、就労関係

住
民
に
身
近
な
圏
域

市
町
村
域
等

新たな社会資源の創出
地域に不足する資源の検討＋

ニッポン一億総活躍プラン

（H28.6.2閣議決定）

住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくりを支援

ボランティア、学校、ＰＴＡ、老人クラブ、子ども会

企業、商店ご近所、自治会

民生委員・児童委員

社会福祉法人、ＮＰＯ

様々な課題を抱える住民（生活困窮、障害、認知症等）

住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制

（２）多機関の協働による包括的支援体制構築事業（補助率3/4）

まちおこし、産業、

農林水産、土木、

防犯・防災、環境、

社会教育、交通、

都市計画

地域における他分野

（１）地域力強化推進事業（補助率3/4）

世帯全体の複合
化・複雑化した課題
を受け止める、市町
村における総合的な
相談支援体制作りの
推進。

○ 住民の身近な圏域において、住民が主体的に地域課題を把握し、解決を試みることが
できる体制を構築することを支援する。

平成31年度予算 ２８億円（200自治体）
平成30年度予算 ２６億円（150自治体）
平成29年度予算 ２０億円（100自治体）

小中学校区等の住
民に身近な圏域で、
住民が主体的に地域
課題を把握して解決
を試みる体制づくり
の支援。

地域の課題を包括的に受け止める場（※）
※ 地域住民ボランティア、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、
相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、NPO法人等

[3]

多文化共生関係

家計支援関係

保健関係

[1]地域福祉を推進するために必要な環境の整備(他人事を「我が事」に変えていくような働きかけ)
[2]

自殺対策関係

○ 市町村レベルにおいて「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりに係る普及
啓発の取組や、都道府県による市町村における地域づくりへの支援を実施する。

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組の推進
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令和元年度 地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業実施予定自治体一覧表(208自治
体）

都道府県名 市区町村名 都道府県名 市区町村名 都道府県名 市区町村名 都道府県名 市区町村名

釧路市 東京都 彦根市 愛媛県
京極町 墨田区 長浜市 宇和島市
鷹栖町 世田谷区 近江八幡市 伊予市

音威子府村 杉並区 草津市 中土佐町
津別町 江戸川区 高島市 佐川町
広尾町 文京区 甲賀市 黒潮町

妹背牛町 中野区 野洲市 本山町
札幌市 豊島区 東近江市 高知市
青森県 調布市 米原市 大牟田市

鰺ヶ沢町 日野市 竜王町 八女市
今別町 国分寺市 長岡京市 うきは市
蓬田村 国立市 京田辺市 糸島市

外ヶ浜町 狛江市 精華町 岡垣町
遠野市 八王子市 京都市 大刀洗町
矢巾町 藤沢市 池田市 久留米市
岩泉町 小田原市 高石市 佐賀県 佐賀市
盛岡市 茅ヶ崎市 阪南市 佐々町
石巻市 新潟県 大阪狭山市 長崎市

東松島市 佐渡市 太子町 大津町
涌谷町 胎内市 大阪市 合志市
仙台市 村上市 豊中市 菊陽町
秋田県 関川村 高槻市 大分県
湯沢市 新潟市 芦屋市 杵築市
井川町 氷見市 宝塚市 中津市
大潟村 富山市 加東市 竹田市
天童市 能美市 たつの市 都城市
山形市 金沢市 明石市 小林市

須賀川市 福井県 姫路市 日向市
郡山市 坂井市 奈良県 門川町
土浦市 越前市 桜井市 美郷町

ひたちなか市 長野県 王寺町 三股町
古河市 伊那市 田原本町 高千穂町
那珂市 下諏訪町 奈良市 鹿児島県
東海村 富士見町 和歌山県 鹿屋市
栃木県 小布施町 和歌山市 西之表市
栃木市 原村 鳥取県 中種子町

那須烏山市 朝日村 米子市 和泊町
市貝町 木島平村 八頭町 瀬戸内町
野木町 岐阜県 琴浦町 宇検村

高根沢町 関市 北栄町
那珂川町 吉田町 大田市
群馬県 浜松市 松江市
玉村町 愛知県 美作市 ・・・黄色は新規実施
埼玉県 長久手市 岡山市
狭山市 東浦町 倉敷市
草加市 名古屋市 大竹市
和光市 岡崎市 広島市
日高市 豊田市 呉市

ふじみ野市 伊勢市 山口県
鳩山町 桑名市 宇部市
川島町 名張市 長門市
松戸市 亀山市 徳島県 徳島県

木更津市 鳥羽市 宇多津町
八千代市 いなべ市 琴平町
鴨川市 伊賀市 高松市
浦安市 御浜町
芝山町
千葉市

鹿児島県

高知県

福岡県

長崎県

熊本県

大分県

宮崎県

山口県

香川県

大阪府

兵庫県

奈良県

和歌山県

鳥取県

島根県

福井県

長野県

岐阜県

岡山県

広島県
埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県
静岡県

愛知県

三重県

富山県

石川県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

愛媛県

滋賀県

京都府
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相談支援等の事業の一体的実施に当たっての課題（自治体職員へのヒアリング結果）

A町

• 直営の地域包括支援センターで、総合的な相談対応を含め、業務量を按分して費用を支出。
• 正職員のうち、保健センターや地域支援事業（介護予防事業）を担当する保健師は地方交付

税、その他の正職員は単費で対応。

⇒会計検査において、地域支援事業（包括的支援事業）とその他の事業を明確に分けて
いるかとの質問があったことから、毎月の業務実績に応じて業務量と財源を按分。

B市

• 市内３ヶ所のうち１ヶ所の地域包括支援センター（委託型）を高齢・障害・生活困窮等を対象と
した共生型で運営。

• 共生型にするにあたり、地域包括支援センターの職員に高齢者以外の相談対応に要する時
間を計るため、２ヶ月間タイムスタディ調査を実施。高齢者以外の相談に要する費用を一般
会計（多機関の協働による包括的支援体制構築事業の補助金）から支出。

⇒介護保険特別会計と一般会計から費用を支出しているため、按分に関する事務的な負担
がある。また、共生型の相談体制を進める上で、各分野の交付金が分かれているために
実績報告の事務処理や情報共有が所管課をまたぐ状況となっており煩雑さが見られる。

C市

• 市役所内に全世代対象型の「福祉総合相談課」を開設。地域包括支援センターの機能を内
包しており、同センターに位置づけられた職員が高齢者以外の相談対応も実施。

⇒会計検査により、「国からの交付金は、65歳以上の高齢者を対象とした地域包括支援
センターとしての業務に対してのみ支給されるものであり、交付金の対象になっている
職員については、地域包括支援センター以外の業務に従事させてはならない」と指摘
を受けたため、現在は各種相談支援機関の機能を明確に分ける体制に変更。
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「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」

１ 地域づくりに資する事業の一体的実施について

○ 市区町村は、地域づくりに資する事業について、事業の効果、効率性や対象者の生

活の質を高めるために、複数の事業を連携して一体的に実施できる。

• 介護保険制度の地域支援事業

• 障害者総合支援制度の地域生活支援事業

• 子ども・子育て支援制度の地域子育て支援拠点事業

• 健康増進事業

• その他の国庫補助事業

• 市区町村の単独事業

２ 費用の計上について

○ 市区町村が地域づくりに資する事業のうち、複数のものを連携して一体的に実施す

る場合は、その実施に要する総費用を事業間で合理的な方法により按分できる。

○ その方法は、国が例示するもののほか、市区町村の実情に応じて設定できる。

（平成29年3月31日 健康局健康課長、雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局地域福祉課長、障
害保健福祉部企画課長、老健局振興課長 連名通知）
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● 人びとの暮らしや地域のあり方が多様化している中、地域に生きる一人ひとりが尊重され、多様な経路
で社会とつながり参画することで、その生きる力や可能性を最大限に発揮できる「地域共生社会」の実現
を目指す。

● 2040年には、人口減少・少子高齢化がさらに進展し、単身世帯が4割、就職氷河期世代の高齢化等の状
況にも直面。地縁・血縁による助け合い機能が低下する中、従来のタテワリの制度では複合化・複雑化し
た生活課題への対応が困難となる。このため、①丸ごと相談（断らない相談）の実現、②地域共生に資す
る取組の促進、③高齢者も障害者も利用できるサービスの推進について検討を行う。

8050問題など、世帯の複合的なニーズやライフステージの変
化に柔軟に対応できるよう、新たな制度の創設を含め、包括
的な支援体制の構築に向けた方策を検討（制度別に設けら
れている各種支援の一体的実施）

・「断らない」相談支援
・多様で継続的な「出口支援」（社会参加・就労支援、居住支援など）
・地域における伴走体制の確保

丸ごと相談（断らない相談）の実現Ⅰ

高齢者も障害者も利用できるサービスの推進
・介護分野・障害分野の実態を踏まえた社会参加や就労的活動を
含むサービス・支援

高齢者も障害者も利用できるサービスの推進Ⅲ

地域住民をはじめとする多様な主体がつながり、活動する
地域共生の取組の促進

・地域活動が生じるプラットフォームの形成・展開の支援等
・民間からの資金調達の促進
・NPO、社会福祉法人等の多様な主体による事業の促進
・地方創生施策、住宅セーフティネット制度との更なる連携や農福連
携の一層の推進など他省庁との連携策を促進

地域共生に資する取組の促進Ⅱ

※あわせて、就職氷河期世代等への支援の強化を検討
・生活困窮者への就労準備支援事業等の全対象自治体での実施の促進
・地域におけるひきこもり支援の強化

地域共生・地域の支え合いの実現に向けて 令和元年５月29日 「第２回2040年を展望した
社会保障・働き方改革本部」 提出資料

（一部抜粋）
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１ 設置の趣旨
共同体の機能の一層の低下、人口減少による地域の持続への懸念などの近年の社会の変化や、地域の実践において生まれつつある新しい価値観の萌
芽を踏まえ、今後の社会保障制度のあり方をどのように考えていくかという、中長期的な観点も念頭に置きつつ、当面の課題として、平成29年介護保険法
等改正法の附則に規定される公布後３年（令和２年）の見直し規定に基づく、市町村における包括的な支援体制の全国的な整備を推進する方策に
ついて検討を進めるため、有識者による検討会を開催する。

２ 主な検討項目
・ 次期社会福祉法改正に向けた市町村における包括的な支援体制の整備のあり方
・ 地域共生社会の実現に向け、中長期の視点から社会保障・生活支援において今後強化すべき機能 等

３ 構成員 (敬称略・五十音順)

４ 審議スケジュール・開催状況
（第１回）2019年 ５月16日（木） 地域共生社会に向けた検討の経緯・議論の状況について
（第２回）2019年 ５月28日（火） 関係者からのヒアリング等
（第３回）2019年 ６月13日（木） 包括的な支援について①
（第４回）2019年 ７月 ５日（金） 包括的な支援について②
（第５回）2019年 ７月16日（火） 中間とりまとめ案について
（第６回）2019年10月15日（火） 新たな事業の枠組みについて・関係者からのヒアリング
（第７回）2019年10月31日（木） 包括的支援体制の構築に向けた基本的な考え方・関係者からのヒアリング
（第８回）2019年11月18日（月） これまでの議論をふまえた整理
（第９回）2019年12月10日（火） 最終とりまとめ案について

地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会

朝比奈 ミカ 中核地域生活支援センターがじゅまる センター長
池田 洋光 高知県中土佐町長
池田 昌弘 NPO法人全国コミュニティライフサポートセンター 理事長
大原 裕介 社会福祉法人ゆうゆう 理事長
奥山 千鶴子 NPO法人子育てひろば全国連絡協議会 理事長
加藤 恵 社会福祉法人半田市社会福祉協議会

半田市障がい者相談支援センター センター長
菊池 馨実 早稲田大学法学学術院 教授
佐保 昌一 日本労働組合総連合会 総合政策推進局長（第７回から）
助川 未枝保 船橋市三山・田喜野井地域包括支援センター センター長
立岡 学 一般社団法人パーソナルサポートセンター 業務執行常務理事

田中 滋 埼玉県立大学 理事長
知久 清志 埼玉県福祉部長
野澤 和弘 一般社団法人スローコミュニケーション 代表

植草学園大学 客員教授
原田 正樹 日本福祉大学 副学長
平川 則男 日本労働組合総連合会 総合政策局長 (第６回まで）
堀田 聰子 慶應義塾大学大学院健康マネジメント研究科 教授
本郷谷 健次 千葉県松戸市長
宮島 渡 全国小規模多機能型居宅介護事業者連絡会 代表

◎宮本 太郎 中央大学法学部 教授
室田 信一 首都大学東京人文社会学部人間社会学科 准教授

（◎：座長）

※ 本検討会は、社会・援護局長の下に置くこととし、庶務は地域福祉課において行う。 52



◆一方、地域の実践では、多様なつながりや参加の機会
の創出により、「第４の縁」が生まれている例がみられる

日本社会や国民生活の変化（前提の共有）

○ 人口減少が本格化し、あらゆる分野で地域社会の担い手
が減少しており、例えば、近年大規模な災害が多発する中で
災害時の支援ニーズへの対応においても課題となるなど、
地域社会の持続そのものへの懸念が生まれている

○ 高齢者、障害者、生活困窮者などは、社会とのつながりや
社会参加の機会に十分恵まれていない

〈共同体機能の脆弱化〉〈共同体機能の脆弱化〉

○ 地域のつながりが弱くなり支え合いの力が低下するとと
もに、未婚化が進行するなど家族機能が低下

○ 経済情勢の変化やグローバル化により、いわゆる日本
型雇用慣行が大きく変化

血縁、地縁、社縁という、日本の社会保障制度の基
礎となってきた「共同体」の機能の脆弱化

⇒制度・分野ごとの「縦割り」や「支える側」「支えられる側」という従来の関係を超えて、地域や一人ひとりの
人生の多様性を前提とし、人と人、人と社会がつながり支え合う取組が生まれやすいような環境を整える
新たなアプローチが求められている。

◆一方、地域の実践では、福祉の領域を超えて、農業や産
業、住民自治などの様々な資源とつながることで、多様な社
会参加と地域社会の持続の両方を目指す試みがみられる

○ 日本の社会保障は、人生において典型的と考えられるリスクや課題を想定し、その解決を目的として、それぞれ現金給付や福
祉サービス等を含む現物給付を行うという基本的なアプローチの下で、公的な保障の量的な拡大と質的な発展を実現してきた。

○ これにより、生活保障やセーフティネットの機能は大きく進展し、社会福祉の分野では、生活保護、高齢者介護、障害福祉、児
童福祉など、属性別や対象者のリスク別の制度が発展し、専門的支援が提供されるようになった。

○ その一方で、個人や世帯が抱える生きづらさやリスクが複雑化・多様化（社会的孤立、ダブルケア・いわゆる8050）している。こ

れらの課題は、誰にでも起こりうる社会的なリスクと言えるが、個別性が極めて高く、対象者別の各制度の下での支援の実践に
おいて対応に苦慮している。

＜人口減による担い手の不足＞＜人口減による担い手の不足＞

日本の福祉制度の変遷と現在の状況

令和元年５月１６日 「第１回地域共生
社会に向けた包括的支援と

多様な参加・協働の推進に関する検討
会」 資料（一部改変）
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市町村の包括的支援体制の構築

市町村において、地域住民の複合・複雑化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築するため、①
「断らない相談支援」、②参加支援と③地域づくりに向けた支援を一体的に実施する新たな事業を創設
新たな事業は実施を希望する市町村の手あげに基づく任意事業
新たな事業の実施に要する費用に係る市町村の支弁の規定及び国等による補助の規定を新設

国の補助については、新たな事業に係る一本の補助要綱に基づく申請等により、制度別に設けられた各種支
援の一体的な実施を促進

新たな事業の枠組み

【新たな事業の内容（①～③を一体的に実施）】

「断らない相談支援」と一体的に行う、就労支援、居住支援、
居場所機能の提供など、多様な社会参加に向けた支援の
実施

介護（地域支援事業）、障害（地域生活支援事業）、子ども（利
用者支援事業）、困窮（生活困窮者自立相談支援事業）の相
談支援に係る事業を一体として実施し、本人・世帯の属性に
かかわらず受け止める、断らない相談支援の実施

地域において多様なつながりが育つことを支援するために、
①住民同士が出会い参加することのできる場や居場所の確保に向けた支援
②ケアし支え合う関係性を広げ、交流・参加・学びの機会を生み出すコーディネート機能 を合わせた事業を実施

①断らない相談支援 ②参加支援（社会とのつながりや参加の支援）

③地域づくりに向けた支援

（市町村が取組を進めるに当たって留意すべき点）
市町村は、地域住民や関係機関等と共に、地域のニーズや人材、地域資源の状況等を把握し、見える化した上で分析を行うことが必要である。それらを前提と
しつつ、地域住民や関係機関等と議論をしながら、包括的な支援体制の整備について考え方等をまとめ、共通認識を持ちながら取組を進める。

特に、地域づくりに向けた支援については、既存の地域のつながりや支え合う関係性を十分理解した上で、地域住民の主体性を中心に置き、活動を応援するこ
とを基本とする。

事業実施後も、地域住民や関係機関等と振り返りや議論を繰り返し行いつつ、事業の実施状況等を定期的に分析・評価し、改善していく必要がある。評価に際
しては、例えば、包括的な支援が円滑に提供されているか、一つの相談機関等に過剰な負担が生じていないか、既存の事業の推進を妨げていないか、一体的
になされた財政支援が適切に配分されているかなど、幅広い観点について議論を行う。

※市町村がこのようなプロセスを適切に経て、地域住民や関係機関等とともに考え方等を共有し、事業を推進するためには、幅広い関係者をメンバーとする
議論を行う場を市町村が設置する仕組みとすべきである。

令和元年10月15日 「第６回地域共生社会

に向けた包括的支援と多様な参加・協働の
推進に関する検討会」 資料（一部改変）
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新たな事業について（イメージ）

○新たな事業を実施する市町村は、地域住民や関係機関等と議論しながら、管轄域内全体で断らない包括的な支援体制を整備する方策を検討する。
○断らない相談支援の機能に繋がった本人・世帯について、複雑・複合的な課題が存在している場合には、新たに整備する多機関協働の中核の機能が複数

支援者間を調整するとともに、地域とのつながりを構築する参加支援へのつなぎを行う。
○また、支援ニーズが明らかでない本人・世帯については、断らない相談支援の機能に位置づけるアウトリーチによる支援など継続的につながり続ける伴走

の機能により、関係性を保つ。
○これらの機能を地域の実情に応じて整備しつつ、市町村全体でチームによる支援を進め、断らない相談支援体制を構築していく。
○また、地域づくりに向けた支援を行うことにより、地域において、誰もが多様な経路でつながり、参加することのできる環境を広げる。

じえん

相
談
支
援
機
関

多機関協働の中核の機能

若年者
支援

若年者
支援

教育教育

保健・医療保健・医療

就労支援就労支援

狭間のニーズにも対応する参加支援を強化

相談支援関係者へ
連携・つなぎ

②参加支援（つながりや参加の支援）

消費者相談消費者相談

③地域づくりに向けた支援
①断らない相談支援

地域づくりをコーディ
ネートする機能

場や居場所の機能

日常の暮らしの中での支え合い

コミュニティコミュニティ
（サークル活動等）

居場所をはじめとする多様な居場所をはじめとする多様な
場づくり
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プラットフォーム
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観光
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支援など継続的な
伴走支援の機能

居場所

地方創生

新

新

※①断らない相談支援、②参加支援（つながりや参加の支援）、③地域づくりに向けた支援それぞれの概要については、P6参照

新たな事業全体

調整

調整

新

新

多文化
共生

令和元年10月15日 「第６回地域共生社会

に向けた包括的支援と多様な参加・協働の
推進に関する検討会」 資料（一部改変）
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対人支援において今後求められるアプローチ

具体的な課題解決を目指すアプローチ つながり続けることを目指すアプローチ

個人が自律的な生を継続できるよう、本人の意向や取り巻く状況に合わせ、２つのアプ
ローチを組み合わせていくことが必要。

支援の“両輪”と考えられるアプローチ

本人が有する特定の課題を解決することを目指す

それぞれの属性や課題に対応するための支援（現金・
現物給付）を重視することが多い

本人の抱える課題や必要な対応が明らかな場合には、
特に有効

本人を中心として、“伴走”する意識共通の基盤

本人と支援者が継続的につながることを目指す

暮らし全体と人生の時間軸をとらえ、本人と支援者が
継続的につながり関わるための相談支援（手続的給
付）を重視

生きづらさの背景が明らかでない場合や、8050問題な

ど課題が複合化した場合、ライフステージの変化に応
じた柔軟な支援が必要な場合に、特に有効

令和元年５月28日 「第２回地域共生社会に向け

た包括的支援と多様な参加・協働の推進に関す
る検討会」 資料（一部改変）
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セーフティネットの構築に当たっての視点

人と人とのつながりそのものがセーフティネットの基礎となる。

－地域における出会いや学びの場を作り出し、多様なつながりや参加の機会が確保されることで、地域の中で
の支え合いや緩やかな見守りが生まれる

－専門職による伴走型支援の普及や、地域に開かれた福祉の実践によって、個人と地域・社会とのつながりが
回復し、社会的包摂が実現される

これらが重なり合うことで、地域におけるセーフティネットが充実していく。

制度設計の際には、セーフティネットを構成する多様なつながりが生まれやすくするための環境整備を行う観点
と、専門職等の伴走によりコミュニティにつなぎ戻していく社会的包摂の観点が重要。

伴走型支援

○一人ひとりが多様で複雑な問題に面しながらも、
生きていこうとする力を高め（エンパワーメント）、
自律的な生を支える支援

（※）自律・・・個人が主体的に自らの生き方を追求できる
状態にあること

○「支える」「支えられる」という一方向の関係性で
はなく、支援者と本人が支援の中で人として出会
うことで、互いに学び合い、変化する。

地域住民の気にかけ合う関係性

○一人ひとりの人生・生活は多様かつ複雑であり、
社会に関わる経路は多様であることが望ましく、
専門職による伴走支援のみを想定することは適
切でない。

○地域の実践では、専門職による関わりの下、地
域住民が出会い、お互いを知る場や学び合う機
会を通じて、地域住民の気にかけ合う関係性が
生じ広がっている事例が見られる。

伴走型支援と地域住民の気にかけ合う関係性によるセーフティネットの構築 令和元年５月28日

「第２回地域共生社会
に向けた包括的支援と
多様な参加・協働の推
進に関する検討会」

資料（一部改変）
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福祉サイドからのアプローチ まちづくり・地域創生サイドからのアプローチ

興
味
・関
心
か
ら
始
ま
る
ま
ち
づ
く
り

個
別
支
援
（相
談
支
援
）

地
域
課
題
の
解
決
を
目
指
し
た

地
域
づ
く
り

• 個別支援から派生する社会資源の創出、仕組
み・工夫の考案の促進

• 居場所づくり、生きがいづくり
• 多様な社会参加、社会とのつながりづくり

• 多分野・多世代がつながるまちづくり

• 社会参加の場の充実（担い手不足を
きっかけとする）

• 共通の興味・関心から生じるつながり
• 住みよい地域をつくる

人
・く
ら
し
を
中
心
に
据
え
た

ま
ち
づ
く
り

出会い・学びの
“プラットフォーム”

多様な主体による地域活動の展開における出会い・学びのプラットフォーム

地域の実践をみると、「自らの地域で活躍したい」や「地域を元気にしたい」といった自己実現や地域活性化に向け
た願いのもと始まったまちづくり活動が、地域の様々な主体との交わりを深め、学ぶ中で、福祉（他者の幸せ）への
まなざしを得ていくダイナミズムがみえてきた。
そして福祉分野の個別支援をきっかけとする地域づくりの実践に関しては、個人を地域につなげるための地域づくり
から、地域における課題へ一般化し、地域住民を中心とした地域づくりに開いていくことで持続性を得ていく過程が
見られている。
一見質の異なる活動同士も、活動が変化する中で“個人”や“くらし”が関心の中心となった時に、活動同士が出会い、お
互いから学び、多様な化学反応を起こす。そこから生まれた新たな活動が地域の新たな個性となり、地方創生につな
がることもある。
このような化学反応はさまざまな実践においてみられており、今後の政策の視点として、地域において多様な主体が
出会い学びあう「プラットフォーム」をいかに作り出すか、という検討を行っていくことが求められている。

令和元年７月５
日 「第４回地域
共生社会に向け
た包括的支援と
多様な参加・協
働の推進に関す

る検討会」
資料（一部改変）
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住
民
に
身
近
な
圏
域

市
町
村
域
等

まちおこし、産業、

農林水産、土木、

防犯・防災、環境、

社会教育、交通、

都市計画

地域における他分野

「地域共生社会」の実現に向けた地域づくりの強化のための取組の推進

（１）地域の様々な相談の受け止め・地域づくり
◆地域の様々な相談を包括的に受け止める場の確保
○ 地域住民ボランティア、地区社協、市区町村社協の地区担当、
NPO法人等
○ 地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠
点、利用者支援事業等

相談支援包括化推進員

（２）多機関の協働による包括的支援・参加支援
◆多機関の協働による包括的支援
○ 複合化・複雑化した課題等に寄り添い的確に対応するため、各
制度ごとの相談支援機関の総合的なコーディネート等を行う相談
支援包括化推進員を配置し、チームとして包括的・総合的な相談
体制を構築

（３）包括的支援体制への移行に係る調査事業
・包括的支援体制への移行に向けた各市町村の状況に適した体制構築の検討

・相談の受け止め
・個別の活動や人のコーディネート・地域のプラットフォームづくり

新たな社会資源の創出
地域に不足する資源の検討

＋

断らない相談(地域の様々な相談を包括的に受け止める場の確保・多機関の協働による包括的支援)、参加支援、地域づくりの３つの機能を一体的に実施

◆地域づくり（個別分野の地域づくり関連の事業と連携し実施）
※ 自治体内の関係部局や現行の事業受託団体間での協議・調整を行い、
新たな事業計画を立てた上で事業を試行するといった立ち上げ的事業

（取組例）地域の多様な関係者によるプラットフォームの形成・運営

◆参加支援
○ 相談の中で明らかとなった既存の支援制度ではカバーされないニーズに対し、
就労支援、居住支援等を実施

地区社協

ボランティア、学校、ＰＴＡ、老人クラブ、子ども会

企業、商店ご近所、自治会

民生委員・児童委員

社会福祉法人、ＮＰＯ

地域の多様な関係者によるプラットフォーム

実施主体：市町村（200→250か所）
補助率：３／４

令和２年度予算案：39億円
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「地域包括ケアシステム」と「地域共生社会」って
どういう関係？

もう一度「地域包括ケアシステム」

「２０２５年」の先になぜ「2040年」？
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地域共生社会の実現と2040年への備え

保険者機能の強化

制度の持続可能性の確保のための見直しを不断に実施

データ利活用のためのＩＣＴ基盤整備

介護保険制度改革
（イメージ）

２．地域包括ケアシステムの推進
～地域特性等に応じた介護基盤整備

・質の高いケアマネジメント～

３．介護現場の革新
～人材確保・生産性の向上～

１．介護予防・地域づくりの推進
～健康寿命の延伸～

／「共生」･「予防」を両輪とする
認知症施策の総合的推進

社会保障審議会
介護保険部会意見書参考資料

令和元年12月27日
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介護保険制度改正の全体像

【改革の目指す方向】
○地域共生社会の実現と２０４０年への備え
・地域包括ケアシステム、介護保険制度を基盤とした地域共生社会づくり
・介護サービス需要の更なる増加・多様化、現役世代（担い手）減少への対応

【改革の３つの柱】 ※３つの柱は相互に重なり合い、関わり合う
１．介護予防・地域づくりの推進～健康寿命の延伸～／「共生」･「予防」を両輪とする認知症施策の総合的推進
・通いの場の拡充等による介護予防の推進
・地域支援事業等を活用した地域づくりの推進
・認知症施策推進大綱等を踏まえた認知症施策の総合的推進 等
２．地域包括ケアシステムの推進～地域特性等に応じた介護基盤整備・質の高いケアマネジメント～
・地域特性等に応じた介護サービス基盤整備
・質の高いケアマネジメントに向けた環境整備
・医療介護連携の推進 等
３．介護現場の革新～人材確保・生産性の向上～
・新規人材の確保、離職防止等の総合的人材確保対策
・高齢者の地域や介護現場での活躍促進
・介護現場の業務改善、文書量削減、ロボット・ICTの活用の推進 等

【３つの柱を下支えする改革】
○保険者機能の強化
・保険者機能強化推進交付金の抜本的な強化 ・PDCAプロセスの更なる推進
○データ利活用のためのICT基盤整備
・介護関連データ（介護DB、VISIT、CHASE）の利活用に向けたシステム面・制度面での環境整備
○制度の持続可能性の確保のための見直し
・介護保険料の伸びの抑制に向けて、給付と負担について不断の見直し

社会保障審議会
介護保険部会意見書参考資料

令和元年12月27日
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「地域共生社会」の頂をめざして、様々な取組の関係者（地域住民・
事業者・行政）が山を昇っていく

地域共生社会

地域包括ケアシステム

生活困窮者自立支援

居住支援
健康日本21

農福連携

fujiwara

包括的支援体制（新たな事業）
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「地域包括ケアシステム」と「地域共生社会」って
どういう関係？

「２０２５年」の先になぜ「2040年」？
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人口（万人） （％）

14歳以下人口

15～64歳人口

65～74歳人口

75歳以上人口

65～74歳人口の割合

75歳以上人口の割合

13.3%
(2016)

11,913

1,428

2,288

6,875

1,321

19.2%

8,808

1,133

2,248

4,529

898

12.9%

25.5%

資料：2016年までは総務省統計局「国勢調査」および「人口推計」、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年4月推計）中位推計」

推計値
（日本の将来人口推計）

実績値
（国勢調査等）

13.9%
(2016)

12.0%

7,656

1,768

1,691

12,693

○ 今後、日本の総人口が減少に転じていくなか、高齢者（特に75歳以上の高齢者）の占める割合は増加していく
ことが想定される。

1,578

総人口の推移 社会保障審議会介護保険部会（第75回）

平成31年２月25日
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７５歳以上人口の将来推計（平成２７年の人口を１００としたときの指数）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30 (2018)年3月推計)」より作成

全国

沖縄県（2040年に向けて上昇）

埼玉県（2025年の指数が

全国で最も高い）

東京都（2040年に向けて上昇）

山形県（2025年の指数が

全国で最も低い）

高知県（2040年の指数が

全国で最も低い）100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

180.0

平成27年

（2015）

平成32年

（2020）

平成37年

（2025）

平成42年

（2030）

平成47年

（2035）

平成52年

（2040）

2015年から2040年までの各地域の高齢化

○ 75歳以上人口は、多くの都道府県で2025 年頃までは急速に上昇するが、その後の上昇は緩や
かで、2030 年頃をピークに減少する。
※2030年、2035年、2040年でみた場合、2030年にピークを迎えるのが28道府県、2035年にピークを迎えるのが14県
※沖縄県、東京都、神奈川県、滋賀県では、2040年に向けてさらに上昇

○ 2015年から10年間の伸びの全国計は、1.34倍であるが、埼玉県、千葉県では、1.5倍を超える一
方、山形県、秋田県では、1.1倍であるなど、地域間で大きな差がある。

社会保障審議会介護保険部会（第75回）

平成31年２月25日
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７５歳以上人口の将来推計（平成２７年の人口を１００としたときの指数）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30 (2018)年3月推計)」より作成

全国

宮城県
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秋田県

2015年から2040年までの各地域の高齢化
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７５歳以上人口の将来推計（２０１５年の人口を１００としたときの指数）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成30 (2018)年3月推計)」より作成

宮城県内
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宮城県 仙台市 石巻市

塩竈市 気仙沼市 白石市

名取市 角田市 多賀城市

岩沼市 登米市 栗原市

東松島市 大崎市 富谷市

蔵王町 七ヶ宿町 大河原町

村田町 柴田町 川崎町

丸森町 亘理町 山元町

松島町 七ヶ浜町 利府町

大和町 大郷町 大衡村

色麻町 加美町 涌谷町

美里町 女川町 南三陸町
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（出典） 総務省統計局「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（2018年推計）」を基に厚生労働省において作成
（※１）世帯主が65歳以上の単身世帯を、高齢者単身世帯とする。
（※２）全世帯数に対する高齢者単身世帯の割合はグラフのとおりだが、世帯主年齢65歳以上世帯に対する割合は、32.6％（2015年）から40.0％ （2040年）へと上昇。
（※３）子どもがいる世帯のうちひとり親世帯＝ひとり親と子の世帯／（夫婦と子の世帯＋ひとり親と子の世帯）。また、子については、年齢にかかわらず、世帯主との続き柄が「子」である者を指す。

５世帯に
１世帯

５世帯に
２世帯

16世帯
に１世帯

10世帯
に１世帯

６世帯に
１世帯（※２）

33世帯
に１世帯

７世帯に
１世帯

３世帯に
１世帯

ひとり親世帯

子どもがいる世帯の
うちひとり親世帯（※３）

単身世帯

高齢者単身世帯

世帯構成の推移と見通し

全世帯数
（右目盛）

（単位：1000世帯）

○ 全世帯数の伸びが止まり、2025年以降は減少が見込まれる一方、単身世帯、高齢者単身世帯、ひとり親
世帯などは、引き続き増加することが予想されている。
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資料出所：資料：総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）（平成25年1月推計）」
注1：男性30～34 歳未婚率、女性25～29 歳未婚率は、2010 年までは「国勢調査」、それ以降は「日本の世帯数の将来推計」による。
注2：生涯未婚率は、50 歳時点で一度も結婚をしたことのない人の割合であり、

2010 年までは「国勢調査」、2010年以降は「日本の世帯数の将来推計」より45 歳～49 歳の未婚率と50 歳～54 歳の未婚率の平均。
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0.0
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60.0

1920 25 30 35 40 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 2000 05 10 15 20 25 30年

男性30-34歳 未婚者比率

女性25-29歳 未婚者比率

生涯未婚率（男性）

生涯未婚率（女性）

％

推計値
（日本の世帯数の将来推計）

実績値
（国勢調査）

○ 生涯未婚率は、急速な上昇を続けており、2010年の実績では、男性が約20％、女性が10％強となっている。これが2030年
には男性で約28％、女性で約19％になると見込まれる。

○ このような者は、将来、高齢単身世帯となる可能性が高く、身近な生活上のニーズや孤立等のリスクに脆弱な単身高齢者
が今後増加していく可能性が高いと考えられる。

生涯未婚率の推移 令和元年５月16日 第１回地域共生社会に向けた包括的
支援と多様な参加・協働の推進に関する検討会
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0

2,000

4,000

6,000

8,000

2000 2015 2025 2040

0

2,000

4,000

2000 2015 2025 2040

2040年頃を展望した社会保障改革の新たな局面と課題

0

1,000

2,000

3,000

2018 2025 2040

823万人
<12.5%>

医療・福祉

～～

（万人）

5,650万人程度

1. 現役世代の人口が急減する中での社会の
活力維持向上

⇒ 高齢者をはじめとして多様な就労・社会参
加を促進し、社会全体の活力を維持してい
く基盤として、2040年までに３年以上健康
寿命を延伸することを目指す。

2. 労働力の制約が強まる中での医療・介護
サービスの確保

⇒ テクノロジーの活用等により、2040年時
点において必要とされるサービスが適切に
確保される水準の医療・介護サービスの生
産性※の向上を目指す。

《2040年までの人口構造の変化》

《新たな局面に対応した政策課題》

（資料） 就業者数について、2018年は内閣府「経済見通しと経済財政運営の基
本的態度」、2025年以降は、独立行政法人労働政策研究・研修機構「平成27年
労働力需給の推計」の性・年齢別の就業率と国立社会保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口 平成29年推計」（出生中位・死亡中位推計）を用いて機
械的に算出。医療・福祉の就業者数は、医療・介護サービスの年齢別の利用状
況（2025年）をもとに、人口構造の変化を加味して求めた将来の医療・介護
サービスの需要から厚生労働省において推計（暫定値）。

※ サービス産出に要するマンパワー投入量。

※ 医療分野：ICT、AI、ロボットの活用で業務代替が可能と考え
られるものが5%程度（「医師の勤務実態及び働き方の意向等に
関する調査」結果から抽出）

※ 介護分野：特別養護老人ホームでは、平均では入所者2人に対
し介護職員等が1人程度の配置となっているが、ICT等の活用に
より2.7人に対し1人程度の配置で運営を行っている施設あり。

6,350万人程度

6,580万人

901

《就業者数の推移》

（万人）

人口構造の推移を見ると、2025年以降、
「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化。

2025年以降の現役世代の人口の急減という
新たな局面における課題への対応が必要。

2,180

3,677 3,921

+2.7%

+142.0%

+66.8%
+6.6%

8,638

▲17.0% ▲16.6%

高齢者人口
の急増

高齢者人口
の増加が
緩やかに

生産年齢
人口の減少

が加速15歳～64歳

65歳～74歳

75歳以上

団塊の世代が
全て65歳以上に

団塊の世代が
全て75歳以上に

団塊ジュニアが
全て65歳以上に

＜65歳以上人口＞

＜15歳～64歳人口＞

2,239

7,170

（万人）

5,978

6,000

930万人程度
<15%程度>

【暫定】

1,060万人程度
<19%程度>

【暫定】

（資料）総務省「国勢調査」「人口推計」（2015年まで）、国立社会保障・人口問題研究所「日本
の将来推計人口 平成29年推計」（出生中位・死亡中位推計）（2016年以降）

2,204

国民的な議論の下、
これまで進めてきた給付と負担の見直し
等による社会保障の持続可能性の確保も
図りつつ、
以下の新たな局面に対応した政策課題を
踏まえて、総合的に改革を推進。

25年間 15年間

25年間 15年間

平成30年4月12日
経済財政諮問会議

加藤勝信臨時議員提出資料
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2025年までの社会の変化と2025年以降の社会の変化

【人口構造の変化】 【人口構造の変化が医療・介護費に及ぼす影響】

＜医療費への影響＞

＜介護費への影響＞

（算出方法）年齢階級別1人当たり医療費及び介護費の実績と将来の年齢階級別人口を元に、年齢階級別1人当たり医療費・介護費を固定し
た場合の、将来の年齢階級別人口をベースとした医療費及び介護費を算出し、その伸び率を「人口要因」による伸び率としている。そ
の上で、総人口の減少率を「人口減少要因」とし、「人口要因」から「人口減少要因」を除いたものを、「高齢化要因」としている。

（使用データ）厚生労働省「医療保険に関する基礎資料」「介護給付費等実態調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」

○ 我が国の人口動態を見ると、いわゆる団塊の世代が全員75歳以上となる2025年に向けて高齢者人口
が急速に増加した後、高齢者人口の増加は緩やかになる。一方で、既に減少に転じている生産年齢人
口は、2025年以降さらに減少が加速。

○ 人口構造の変化の要因が医療・介護費の増加に及ぼす影響は、2040年にかけて逓減。

1,851 1,595 1,407 1,194 

8,638 

7,728 
7,170 

5,978 

(901)
(1,632)

(2,180)

(2,239)

2000 2015 2025 2040

0～14歳

15～64歳

65歳～

（うち75歳～）

（単位：万人）

（出典）総務省「国勢調査」「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口平成29年推計」
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1.0

▲ 1.0

0.0
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3.0

4.0

2015~2020 2020~2025 2025~2030 2030~2035 2035~2040

(%)

(%)

（年）

（年）

高齢化要因

人口減少要因

人口要因=高齢化要因+人口減少要因

人口要因=高齢化要因+人口減少要因

高齢化要因

人口減少要因

（実績） （実績） （推計） （推計）

2,204

3,387

3,677

3,921

▲10.5% ▲ 7.2% ▲16.6%

＋53.7%

＋ 8.6%

＋ 6.6%

（＋81.1%）

（＋33.6%）

（＋ 2.7%）

高齢者（後期高齢者）の急増

生産年齢人口の急減

平成30年4月12日
経済財政諮問会議

加藤臨時議員提出資料
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2018 2025 2040

823万人

（12%）

6,664万人

930万人程度

（14~15%程度）うち
医療･福祉

需要面から推計した医療福祉分野の就業者数の推移

20402040

1,070万人程度

（18~20%程度）

6,082万人

6,490万人
～（※）

5,245万人

6,024万人
～（※）

需要面・供給面を勘案した
「医療・福祉」の就業者数
経済成長と労働参加が
適切に進むケース

6,024万人

974万人

（16%）

・ 改革により生産性が
向上し、
・ 医療・介護需要が
一定程度低下した場合

（参考）

改革後の就業者数

2040年に向けたマンパワーのシミュレーション（平成30年5月21日）の改定

963万人

926万人
～

①多様な就労・社会参加
②健康寿命の延伸
⇒男女ともに３年以上延伸し、
75歳以上に

③医療・福祉サービス改革
⇒単位時間当たりのサービス提供を
５％（医師は７％）以上改善

※総就業者数は独立行政法人労働政策研究・研修機構「労働力需給の推計」（2019年３月）による。
総就業者数のうち、下の数値は経済成長と労働参加が進まないケース、上の数値は進むケースを記載。

令和元年5月29日 2040年を展望した
社会保障・働き方改革本部とりまとめ
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2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現

【健康寿命延伸プラン】
⇒2040年までに、健康寿命を男女ともに
３年以上延伸し、75歳以上に

〇 ①健康無関心層へのアプローチの強化、

②地域・保険者間の格差の解消により、

以下の3分野を中心に、取組を推進

・次世代を含めたすべての人の健やかな

生活習慣形成等

・疾病予防・重症化予防

・介護予防・フレイル対策、認知症予防

【雇用・年金制度改革等】
○ 70歳までの就業機会の確保

○ 就職氷河期世代の方々の活躍の場を
更に広げるための支援
（厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン）

○ 中途採用の拡大、副業・兼業の促進

○ 地域共生・地域の支え合い

○人生１００年時代に向けた年金制度改革

【医療・福祉サービス改革プラン】

⇒2040年時点で、単位時間当たりのサービス
提供を５％（医師は７％）以上改善

〇 以下の４つのアプローチにより、取組を推進

・ロボット・AI・ICT等の実用化推進、

データヘルス改革
・タスクシフティングを担う人材の育成、

シニア人材の活用推進

・組織マネジメント改革

・経営の大規模化・協働化

給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保

≪引き続き取り組む政策課題≫

≪現役世代の人口の急減という新たな局面に対応した政策課題≫

2040年を展望し、誰もがより長く元気に活躍できる社会の実現を目指す。

多様な就労・社会参加 健康寿命の延伸 医療・福祉サービス改革

● 2040年を展望すると、高齢者の人口の伸びは落ち着き、現役世代（担い手）が急減する。
→「総就業者数の増加」とともに、「より少ない人手でも回る医療・福祉の現場を実現」することが必要。

● 今後、国民誰もが、より長く、元気に活躍できるよう、以下の取組を進める。
①多様な就労・社会参加の環境整備、②健康寿命の延伸、③医療・福祉サービスの改革による生産性の向上
④給付と負担の見直し等による社会保障の持続可能性の確保

● また、社会保障の枠内で考えるだけでなく、農業、金融、住宅、健康な食事、創薬にもウイングを拡げ､関連する政策
領域との連携の中で新たな展開を図っていく。

令和元年5月29日 2040
年を展望した社会保障・
働き方改革本部とりまとめ
（赤字変換は演者）
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（各年3月卒）（資料出所） 「大学等卒業者の就職状況調査」（厚労省・文科省）及び「高等学校卒業（予定）者の就職（内定）状況に関する調査」（文科省）
※ 数値は就職希望者のうち、就職先が決定していない者（大学等については４月1日時点、高校については3月末時点）
※ 大学等の未就職卒業者数については、文部科学省「学校基本調査」から推計した卒業予定者数に「大学等卒業者の就職状況調査」結果（就職希望率、就職率）を乗じて推計した数値

合計

大学等

高校

（万人） いわゆる就職氷河期

※H8年以前は

大学等について
調査未実施

これら未就職卒業者の多くは、失業・無
業状態、非典型就業状態に移行したと見
込まれるもの。

（参考）

93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04
(H5) (H6) (H7) (H8) (H9) (H10) (H11) (H12) (H13) (H14) (H15) (H16) (H17) (H18) (H19)(H20)(H21) (H22)(H23)(H24)(H25) (H26) (H27) (H28)(H29)(H30)

生年度 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981
高校卒業年（各年３月） 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
大学卒業年（各年３月） 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2019年４月現在の年齢 48歳 47歳 46歳 45歳 44歳 43歳 42歳 41歳 40歳 39歳 38歳 37歳

団塊ジュニア世代

※ 各学校の卒業年は、いずれも浪人・留年なく進学・進級した場合

未就職卒業者数の推移と就職氷河期の関係

(H31)

75

令和元年11月26日「第1回就職氷河期世代支援
の推進に向けた全国プラットフォーム」
内閣官房就職氷河期世代支援推進室提出資料



就職氷河期世代の中心層となる35～44歳の雇用形態等内訳 (2018年：1,689万人)

「労働力調査基本集計（2018年平均）（総務省統計局）」に基づき内閣府作成。各項目万人単位のため、端数処理の関係で合計が一致しない場合がある。
（※1）「非正規の職員・従業員」は、パート・アルバイト、労働者派遣事業所の派遣社員、契約社員、嘱託、その他に該当する者
（※2）「労働力調査詳細集計（2018年平均）（総務省統計局）」で、現職の雇用形態（非正規）についた主な理由が「正規の職員・従業員の仕事がないから」と回答した者。このほか、潜在的な

正規雇用希望者も想定される。
（※3）「無業者」の定義は、非労働力人口のうち、家事も通学もしていない者
（※4）「その他」は、『従業上の地位不詳（就業していることは明らかであるが、勤めか自営かの別及び勤め先における呼称が未回答の者）』と『就業状態不詳（就業の有無の別が未回答の者）』

の合計

正規の職員・従業員

916万人
非正規の職員・従業員

(※1)

371万人

非労働力人口

219万人

（うち無業者(※3)40万人）

自営業主・家族従業者

94万人

役員 46万人

完全失業者 33万人 その他(※4) 9万人

・就業を希望しなが
ら、様々な事情に
より求職活動をし
ていない長期無業
者

・社会参加に向けて
より丁寧な支援を
必要とする者

などが含まれる。

正規雇用を希望していながら、
現在は非正規雇用で働いている者(※2)

50万人
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令和元年11月26日「第1回就職氷河期世代支援
の推進に向けた全国プラットフォーム」
内閣官房就職氷河期世代支援推進室提出資料



「地域包括ケアシステム」と「地域共生社会」って
どういう関係？

「２０２５年」の先になぜ「2040年」？

なぜ「地域共生社会」の山を登るのか？
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参考資料 URL

https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000512115.pdf

参加と協働によるセーフティネットの構築～誰もがつながりを持ち、役割と物語が生ま
れる地域社会～ （地域共生社会研究会報告書 平成30年度生活困窮者就労準備支援事業費等補助金
社会福祉推進事業 平成3１年3月）

2040年：多元的社会における地域包括ケアシステムー「参加」と「協働」で作る包括的
な社会ー （地域包括ケア研究会報告書 平成30年度老人保健事業推進費等補助金老人保健健康増進等
事業 平成3１年3月）

https://www.murc.jp/sp/1509/houkatsu/houkatsu_01.html
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宮本太郎著 共生保障〈支えあい〉の戦略 岩波新書から引用
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● 人びとの暮らしや地域のあり方が多様化している中、地域に生きる一人ひとりが尊重され、多様な経路
で社会とつながり参画することで、その生きる力や可能性を最大限に発揮できる「地域共生社会」の実現
を目指す。

● 2040年には、人口減少・少子高齢化がさらに進展し、単身世帯が4割、就職氷河期世代の高齢化等の状
況にも直面。地縁・血縁による助け合い機能が低下する中、従来のタテワリの制度では複合化・複雑化し
た生活課題への対応が困難となる。このため、①丸ごと相談（断らない相談）の実現、②地域共生に資す
る取組の促進、③高齢者も障害者も利用できるサービスの推進について検討を行う。

8050問題など、世帯の複合的なニーズやライフステージの変
化に柔軟に対応できるよう、新たな制度の創設を含め、包括
的な支援体制の構築に向けた方策を検討（制度別に設けら
れている各種支援の一体的実施）

・「断らない」相談支援
・多様で継続的な「出口支援」（社会参加・就労支援、居住支援など）
・地域における伴走体制の確保

丸ごと相談（断らない相談）の実現Ⅰ

高齢者も障害者も利用できるサービスの推進
・介護分野・障害分野の実態を踏まえた社会参加や就労的活動を
含むサービス・支援

高齢者も障害者も利用できるサービスの推進Ⅲ

地域住民をはじめとする多様な主体がつながり、活動する
地域共生の取組の促進

・地域活動が生じるプラットフォームの形成・展開の支援等
・民間からの資金調達の促進
・NPO、社会福祉法人等の多様な主体による事業の促進
・地方創生施策、住宅セーフティネット制度との更なる連携や農福連
携の一層の推進など他省庁との連携策を促進

地域共生に資する取組の促進Ⅱ

※あわせて、就職氷河期世代等への支援の強化を検討
・生活困窮者への就労準備支援事業等の全対象自治体での実施の促進
・地域におけるひきこもり支援の強化

地域共生・地域の支え合いの実現に向けて 令和元年５月29日 「第２回2040年を展望した
社会保障・働き方改革本部」 提出資料

（一部抜粋）

赤文字変換は演者
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新地域支援構想会議（●は呼びかけ団体）

●公益財団法人さわやか福祉財団

認定特定非営利活動法人市民福祉団体全国協議会

住民参加型在宅福祉サービス団体全国連絡会

特定非営利活動法人全国移動サービスネットワーク

●社会福祉法人全国社会福祉協議会

全国農業協同組合中央会

一般社団法人全国老人給食協力会

公益財団法人全国老人クラブ連合会

宅老所･グループホーム全国ネットワーク

特定非営利活動法人地域ケア政策ネットワーク

一般財団法人長寿社会開発センター

認定特定非営利活動法人日本ＮＰＯセンター

●日本生活協同組合連合会

一般社団法人シルバーサービス振興会（オブザーバー）団体

さわやか福祉財団ホームページ

https://www.sawayakazaidan.or.jp/new_community_support_project/index.html

新地域支援構想（平成26年6月20日）
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新地域支援構想 （抜粋）
1. 本構想の趣旨

（略）
【高齢者の抱える課題の認識】
○ 介護保険制度は、高齢者の要介護状態に視点を置いてつくられている制度であり、高齢者の尊

厳の尊重と自立支援を基本理念としています。しかし、高齢者の持つ福祉課題・生活課題を考えた
とき「介護」「介護予防」といった制度の枠組みの中だけで考えるのではなく、それ以前に、人間関係
の希薄化、社会的孤立からくる様々な課題に着目する必要があるのではないでしょうか。今回の制度
変更により、移行の対象となる「要支援認定者」も同様の課題を抱えています。

（略）
【目指す地域支援事業の方向】
○ 今回の地域支援事業の改編は、介護サービスによる高齢者の自立支援の取り組みや家事援助に

とどまらず、高齢者と地域社会との関係の回復・維持の働きかけの仕組みをいかに位置づけるかがポ
イントであると考えています。
（略）

【地域支援事業の広がり】
○ 助け合い活動は、その活動の担い手のみで成り立っているのではなく、その背景に、地域社会のあ

り方に深く関心を持つ多くの住民・市民による地域のつながりづくり、地域づくりの取り組みがあること
が必要であり、その活動を広げていくことが不可欠です。

○ この取り組みを要支援等の高齢者のみに限定することは現実的・効果的ではなく、子ども、障害者
も含め、福祉制度の分野にかかわらず、支援を必要とする全ての住民・市民、要介護高齢者、広く支
援を要する高齢者についても、対応していくことが必要です。
（略）

新地域支援構想（平成26年6月20日）

赤文字変換は演者
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